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　令和5年第1回市議会定例会で、令和5年度当初
予算が可決されました。
　一般会計は1,315億8,905万円で前年度当初予算
より3.4％減少し、特別会計や企業会計を合わせた
総額は、2,426億2,500万円で前年度当初予算より
1.8％減少しています。

　一般会計予算では、新型コロナ
の影響が残る中、物価高騰が続い
ているため、市民生活や市内経済
の支援に引き続き取り組みます。
　なお、令和5年度は市長選に当
たるため、新市長の施政方針に沿
った補正予算を6月に編成します。

　新型コロナに関する支援施策として、
令和4年度3月補正予算で可決されたもの
をお知らせします。

●�介護・障がい福祉サービス事業所など
へのサービス継続支援　1億6,063万円

●�小・中学校における感染症対策に係る
物品購入　8,415万円　

　市立小学校に在籍する児童の給食費は昨年9月から学年末まで無償としてい
ましたが、今年7月まで延長します。1食当たりの単価は1人250円。4カ月で1人
当たり最大17,000円の負担減になります。
中学校は引き続き通年で無償に　4億1,507万円
　市立中学校に在籍する生徒の給食費は昨年度か
ら通年で無償としています。1食当たりの単価は1人
300円。年間1人当たり最大58,800円の負担減に
なっています。

新型コロナ対応および　　　　　　　　�物価高対策関連の市独自施策

4月からスタート
中学校全学年35人学級に
　令和4年度から中学1年
生で実施していた35人学
級編制を、4月から全学年
に拡大します。

　第5弾となる商品券を発行し
ます。今回は、デジタル券の利
用額を紙券より500円分上乗
せ。4,000円で、10,500円の買
い物ができるようになります。
　同商品券は、令和2年に第1弾
を発行して以来3年間で4回発行し、総額約52億円の商品券の利用が
ありました。
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歳入 歳出

市民税や固定資産税
などの税金

国の補助金
など

消費税の一部が
交付されるもの

基金からの繰り
入れなど

国や金融機関な
どから借り入れ
る資金

諸収入、使用料および手数料、寄附金など

借入金の返済

安定的な行政サービスの提供を
目的に国から交付されるもの

児童・高齢者・障が
い者福祉、生活福祉
など

医療、保健、
ごみ処理など

小・中学校、幼稚園
など

庁舎の維持管理、将棋
振興など

道路、公園、市営住
宅など

●富田認定こども園の整備補助など　2億5,414万円
●（仮称）地域共生ステーションの整備　1億5,524万円

●新型コロナウイルスワクチン接種　9億6,262万円
●�出産および子育て応援給付（各5万円）、�
伴走型相談支援　5億411万円

●�高槻警察署の移転に向けた高槻島本夜間休日応急診療所などの
施設の解体工事　3億3,600万円

●中学校全学年で35人学級編制に　2億1,454万円
●中学校給食費の無償化（通年を継続）　4億1,507万円
●小学校給食費の無償化（4～7月）　2億4,373万円
●小・中学校の体育館空調の整備　1億9,950万円�
　（令和7年度までに全校へ設置予定）

●総合センタートイレ改修など　1億4,000万円
●ふるさと寄附金の推進　3億6,416万円
●将棋のまち高槻の推進　1億1,033万円

●富寿栄住宅の建て替え　11億5,780万円
●�芥川緑地プール跡地の整備　3億2,007万円
●高槻城公園（北エリア）の整備　2億3,608万円

●プレミアム付商品券（第5弾）の発行　19億7,820万円

消防、議会、農林業など ●富田分署の建て替えおよび多機能型消防団等訓練施設の整備　2億9,716万円

令和5年度当初予算

会　　計　　別 予算額 増減率 
(％)

一般会計 1,315億8,905万円 △3.4

特別会計 1,110億3,595万円 0.2

特
別
会
計
の
内
訳

国民健康保険特別会計 368億5,505万円 △4.5

介護保険特別会計 333億� �402万円 3.7

後期高齢者医療特別会計 71億3,206万円 4.2

母子父子寡婦福祉資金�
貸付金特別会計 1億9,923万円 35.6

財産区会計 45億7,705万円 △1.8

下水道等事業会計 136億4,973万円 △5.0

自動車運送事業会計 45億6,728万円 1.6

水道事業会計 107億5,155万円 11.8

合　　計 2,426億2,500万円 △1.8

※表示単位未満は四捨五入
※増減率は令和4年度当初予算と比較、△はマイナス

府支出金
127億円（12.6）

府の補助金
など

商工業振興、観光など

財務管理室/℡674-7352

令和5年度当初予算決まる　
市民生活や市内経済の支援継続

一般会計は1,315億8,905万円

※�円グラフの（　）は令和４年度当初予算と�
比較した増減率、△はマイナス

予算の方針▶▶▶▶▶

コロナ対応や物価高対策
市民生活を支援

小学校の給食費を無償に　2億4,373万円 プレミアム付商品券（第5弾）を発行　19億7,820万円
令和4年度3月補正予算でも
新型コロナ支援施策を実施
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　災害への備えとして、自分の身は
自分で守る「自助」の意識を持つこ
とが最も大切です。市民防災協議会
は、住民の皆さんの「自助」力を向
上させ、共助へとつなげるためのサ
ポート役として発足しました。
　災害による被災は全ての住民に関
わるため、皆さんが防災活動に参加
しやすい環境を整える。そのために

は、行政や他団体などとより強固に
円滑に連携すること、また地域の防
災リーダーを育成し、彼らが各地区
の防災活動をけん引していくことが
求められています。
　災害による被害を最小限に抑え、
住民の皆さんを守るべく、全力でサ
ポートします。

危機管理室/℡674-7314 農林緑政課/℡674-7402

地域防災力の強化へ
市民防災協議会が発足

　南海トラフ地震などの大災害に備えるためには、行
政による公助に加え、市民の自助、共助力の強化が不
可欠です。
　自助に対する意識を高め、各種団体との連携を深め
るために、地区の防災活動をサポートする中心的な役
割を担う団体として、同協議会が組織されました（下
図）。

自助・共助力の向上に
各地区と連携を強化

　同協議会は、既存の地区防災会連合会と自主防災組
織連絡会の代表者らが集まって、令和3年から検討を
行い、3/19に発足しました。将来的には、医療・福
祉・教育の関係者や事業者などへの参画を呼び掛け、
さらなる連携・強化を目指します。

地域の防災組織が結集
連携の拡大・強化目指す

　同協議会の主な活動は、32の地区コミュニティエリ
アで取り組む防災活動のサポートと、防災活動をけん
引する防災リーダーの育成です。
　平常時から市や他団体、専門家とのネットワークを
通して、地区の状況※に応じた防災活動の取り組みを
積極的に支援し、より災害に強い人づくり、まちづく
りを進めていきます。

※�地域の災害リスクの違いや防災活動の状況、活動に関わる�
関係者・団体など

各地区の活動をサポートし
防災リーダーを育成

クビアカツヤカミキリの被害
サクラ並木が消滅の恐れ

サクラやウメなどに被害
急速な被害拡大に警戒

防災は「自助」から
各地区の取り組みを全力でサポート

市民防災協議会会長
松本孝治さん

　令和3年7月に、初めて特定外来生物であ
るクビアカツヤカミキリによる被害が発見
され、現在、一部地域で複数の被害が確認
されています。
　幼虫は、サクラやウメなどの樹木を食い
荒らして枯死させます。全国でも分布域を
拡大し、他市では、初めて被害が確認され
てから数年あまりで、市域のサクラの半数
である2,000本以上が被害に遭い、サクラ
の並木が全て消滅してしまった事例もあり
ます。

拡大を防ぐ3つの協力

特徴
中国、台湾、朝鮮半島、ベトナムな
どに生息。平成30年に特定外来生
物に指定。府内で、平成27年に大
阪狭山市で初確認

●成虫の特徴
　・体長2～4㎝ほど
　・体は黒く光沢があり、胸が赤い
●生態
　・�成虫は6～8月に活動。繁殖力
が高く平均約350個産卵する

　・�幼虫は樹木の中で2～3年かけ
て成長し、さなぎになる

伐採された桜並木（他市の事例）

　令和4年9～12月に、市内のバラ科の樹木約4,500
本を対象に、被害状況を調査しました。その結果、21
カ所で28本の被害を確認。今後の被害拡大を防止する
ためには、被害木の「早期発見」と、被害木の伐採に
よる徹底した「早期防除」対策が重要です。

被害の「早期発見」と
徹底した「早期防除」が重要

根本にたまったフラス 幹から出ているフラス

②�発見したら逃がさない�
成虫はその場で駆除

　クビアカツヤカミキリを生きたまま持ち運ぶこと
は、外来生物法により禁止されています。必ずその場
で、踏みつぶすなどして駆除してください。

③被害拡大防止対策への協力
　所有している樹木に被害が確認された場合は、被害
拡大防止のために、被害木の伐採などにご協力をお願
いします。

①フラスを発見したら市に通報
　4～10月にかけ、幼虫は樹木を摂食し、根本や幹
に、大量のフラス（木くずや糞の混合物）を排出しま
す。見つけた時は、すぐに市まで通報してください。

※写真提供：（地独）大阪府環境農林水産総合研究所

市民防災協議会

行政 他団体 専門家

サポート

協働

自助・共助の強化へ

●●地区

●●地区●●地区 ●●地区

●●地区

●●地区

●●地区

月

幼虫活動期

フラス排出

活動休止期
幼虫が樹木内で越冬

孵化
・
食入

成虫活動期

羽化・産卵
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